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第
七
条
第
二
項
中
「
要
件
を
満
た
し
て
い
る
」
を
「
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
が
次
の
」
の
下
に
「
各
号
の
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
よ
り
」
の
下
に「
指
定
試
験
機
関
の
」

を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
九
十
九
号
。
以
下
「
特
区
法

施
行
令
」
と
い
う
。）第
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
第
七
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。）の
規
定
に
よ
り
」
を
「
第
二
十

条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。）の
規
定
に
よ
り
法
第
十
八
条
の
三
十
二
第
一
項
に
規

定
す
る
指
定
地
域
試
験
機
関
（
以
下
「
指
定
地
域
試
験
機
関
」
と
い
う
。）の
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
イ
中
「
、
又

は
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
若
し
く
は
第
十
七
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、」を
削
り
、
同
号
ロ

中
「
第
十
八
条
の
十
第
二
項
」
の
下
に「（
法
第
十
八
条
の
三
十
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を

加
え
、
同
号
ハ
を
削
る
。

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

令
和
七
年
九
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

林

芳
正

政
令
第
三
百
三
十
七
号

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係

法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
児
童
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
章

保
育
士
（
第
四
条

第
二
十
一
条
）」を
「
第
二
章

児
童
の
保
育
及
び
児
童
の
保
護
者
に
対

第
一
節

保
育
士
（
第
四
条

第
二
十
条
）

第
二
節

保
育
士
の
不
足
に
対
応
す
る
た
め
の

第
三
節

雑
則
（
第
二
十
一
条
）

す
る
保
育
に
関
す
る
指
導
を
行
う
人
材

措
置
（
第
二
十
条
の
二

第
二
十
条
の
六
）」に
改
め
る
。

第
二
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
章

児
童
の
保
育
及
び
児
童
の
保
護
者
に
対
す
る
保
育
に
関
す
る
指
導
を
行
う
人
材

第
二
章
中
第
四
条
の
前
に
次
の
節
名
を
付
す
る
。

第
一
節

保
育
士

第
四
条
第
八
号
中
「
第
六
章
」
を
「
第
七
章
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と

し
、
第
十
四
号
を
第
十
三
号
と
す
る
。
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第
十
二
条
第
二
項
中
「
次
の
」
の
下
に
「
各
号
の
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
法
第
十
八
条
の
十
三
第
二
項
又

は
法
」
を
「
第
十
八
条
の
十
三
第
二
項
又
は
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
の
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
つ
た
」を「
に

掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
特
区
法
施
行
令
第
八
条
第
一
項
又

は
第
二
項
（
第
七
号
」
を
「
第
二
十
条
の
五
第
一
項
又
は
第
二
項
（
第
四
号
」
に
、「
指
定
」
を
「
指
定
地
域
試
験
機

関
の
指
定
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
法
第
十
八
条
の
十
第
一
項
、
法
」
を
「
第
十
八
条
の
十
第
一
項
、」に
、「
若
し
く
は
法
」
を

「
若
し
く
は
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
中
「
保
育
士
の
登
録
」
を
「
法
第
十
八
条
の
十
八
第
三
項
に
規
定
す
る
保
育
士
登
録
（
以
下
「
保
育
士

登
録
」
と
い
う
。）」
に
、「
そ
の
者
が
同
条
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
は
住
所
地
の
都
道
府
県
知
事
に
、
同
条
第
二
号

に
該
当
す
る
場
合
は
当
該
保
育
士
試
験
を
行
つ
た
都
道
府
県
知
事
（
指
定
試
験
機
関
が
行
つ
た
保
育
士
試
験
を
受
け

た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
保
育
士
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
当
該
指
定
試
験
機
関
に
行
わ

せ
る
こ
と
と
し
た
都
道
府
県
知
事
）」を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
者
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

法
第
十
八
条
の
六
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合

住
所
地
の
都
道
府
県
知
事

二

法
第
十
八
条
の
六
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合

当
該
保
育
士
試
験
を
行
つ
た
都
道
府
県
知
事
（
当
該
保
育
士

試
験
が
指
定
試
験
機
関
の
行
つ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
保
育
士
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務

の
全
部
又
は
一
部
を
当
該
指
定
試
験
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
都
道
府
県
知
事
）

三

法
第
十
八
条
の
六
第
三
号
に
該
当
す
る
場
合

当
該
地
域
限
定
保
育
士
登
録
を
行
つ
た
都
道
府
県
知
事
（
当

該
地
域
限
定
保
育
士
登
録
が
指
定
都
市
の
長
の
行
つ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
指
定
都
市
を
包

括
す
る
都
道
府
県
の
知
事
）

第
十
七
条
第
一
項
中「（
以
下
「
登
録
証
」
と
い
う
。）」
を
削
り
、「
、
登
録
証
」
を
「
、
保
育
士
登
録
証
」に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
登
録
証
」
を
「
保
育
士
登
録
証
」
に
、「
登
録
を
」
を
「
保
育
士
登
録
を
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
登
録
証
」
を
「
保
育
士
登
録
証
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
登
録
」
を「
保
育
士
登
録
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
登
録
証
」
を
「
保
育
士
登
録
証
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
登
録
証
」
を
「
保
育
士

登
録
証
」
に
、「
登
録
を
」
を
「
保
育
士
登
録
を
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
中
「
登
録
を
」
を
「
保
育
士
登
録
を
」
に
、「
登
録
証
」
を
「
保
育
士
登
録
証
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
中
「
登
録
」
を
「
保
育
士
登
録
」
に
改
め
る
。

認
定
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
第
一
項
の
申
請
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
指
定
地
域
試

験
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
が
、
法
人
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

二

申
請
者
が
、
そ
の
行
う
地
域
試
験
事
務
以
外
の
業
務
に
よ
り
地
域
試
験
事
務
を
公
正
に
実
施
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
。

三

申
請
者
が
、
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
第
七
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。）の
規
定
に
よ
り
指
定
試
験
機

関
の
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

四

申
請
者
が
、
次
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
地
域
試
験
機
関
の
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起

算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

五

申
請
者
の
役
員
の
う
ち
に
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
こ
と
。

イ

法
に
違
反
し
て
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か

ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

ロ

法
第
十
八
条
の
十
第
二
項
（
法
第
十
八
条
の
三
十
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定

に
よ
る
命
令
に
よ
り
解
任
さ
れ
、
そ
の
解
任
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

第
二
十
条
の
五

認
定
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
指
定
地
域
試
験
機
関
が
前
条
第
三
項
各
号
（
第
三
号
及
び
第
四
号

を
除
く
。）の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

認
定
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、指
定
地
域
試
験
機
関
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、

そ
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
地
域
試
験
事
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
。

一

法
第
十
八
条
の
三
十
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の
十
第
二
項
（
法
第
十
八
条
の
三
十
二
第

四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
十
八
条
の
十

三
第
二
項
又
は
第
十
八
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

二

法
第
十
八
条
の
三
十
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の
十
一
第
一
項
又
は
第
十
八
条
の
十
四
の

規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

三

法
第
十
八
条
の
三
十
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の
十
三
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
試
験
事

務
規
程
に
よ
ら
な
い
で
地
域
試
験
事
務
を
行
つ
た
と
き
。

四

第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
第
七
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。）の
規
定
に
よ
り
指
定
試
験
機
関
の
指
定
を

取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

第
二
章
中
第
二
十
条
の
次
に
次
の
一
節
及
び
節
名
を
加
え
る
。

第
二
節

保
育
士
の
不
足
に
対
応
す
る
た
め
の
措
置

第
二
十
条
の
二

法
第
十
八
条
の
二
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
地
域
限
定
保
育
士
登
録
（
以
下
「
地
域
限
定
保
育
士

登
録
」
と
い
う
。）を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
に
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
限
定
保
育
士
試
験
（
以

下
「
地
域
限
定
保
育
士
試
験
」
と
い
う
。）に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
、
当
該
地
域
限
定
保
育
士
試

験
を
行
つ
た
法
第
十
八
条
の
二
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
地
方
公
共
団
体
（
以
下
「
認
定
地
方
公
共
団
体
」

と
い
う
。）の
長
（
指
定
地
域
試
験
機
関
が
行
つ
た
地
域
限
定
保
育
士
試
験
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
地

域
限
定
保
育
士
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
当
該
指
定
地
域
試
験
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
と

し
た
認
定
地
方
公
共
団
体
の
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
条
の
三

認
定
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
法
第
十
八
条
の
三
十
一
第
一
項
の
地
域
限
定
保
育
士
試
験
委
員
を

選
任
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
を
備
え
る
者
の
う
ち
か
ら
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
条
の
四

指
定
地
域
試
験
機
関
の
指
定
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
第
十
八
条
の
三
十
二

第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
試
験
事
務
（
以
下
「
地
域
試
験
事
務
」
と
い
う
。）を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り

行
う
。

認
定
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
前
項
の
申
請
が
次
の
各
号
（
申
請
者
が
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
三
号
を
除
く
。）に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け
れ

ば
、
指
定
地
域
試
験
機
関
の
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

職
員
、
設
備
、
地
域
試
験
事
務
の
実
施
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
地
域
試
験
事
務
の
実
施
に
関
す

る
計
画
が
、
地
域
試
験
事
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
地
域
試
験
事
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
に
必
要
な
経
理
的
及
び
技
術
的
な

基
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

申
請
者
の
役
員
又
は
構
成
員
の
構
成
が
、
地
域
試
験
事
務
の
公
正
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い

も
の
で
あ
る
こ
と
。
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第
二
十
条
の
六

第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
及
び
第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
指
定
地
域
試
験
機
関

に
つ
い
て
、
第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
地
域
限
定
保
育
士
登
録
証
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条

法

法
第
十
八
条
の
三
十
二
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
法

保
育
士
試
験
委
員

地
域
限
定
保
育
士
試
験
委
員

第
九
条

都
道
府
県
知
事

第
二
十
条
の
二
に
規
定
す
る
認
定
地
方
公
共
団
体
（
以
下
こ
の

節
に
お
い
て
「
認
定
地
方
公
共
団
体
」
と
い
う
。）の
長

第
十
条

試
験
事
務

第
二
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
試
験
事
務
（
以
下
こ

の
節
に
お
い
て
「
地
域
試
験
事
務
」
と
い
う
。）

第
十
一
条

都
道
府
県
知
事

認
定
地
方
公
共
団
体
の
長

試
験
事
務

地
域
試
験
事
務

第
十
三
条
第
一

項

第
十
八
条
の
九
第
一

項
、

第
十
八
条
の
三
十
二
第
一
項
若
し
く
は
同
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法

第
十
四
条

都
道
府
県
知
事

認
定
地
方
公
共
団
体
の
長

試
験
事
務

地
域
試
験
事
務

第
十
二
条
第
二
項

第
二
十
条
の
五
第
二
項

第
十
五
条

都
道
府
県
知
事

認
定
地
方
公
共
団
体
の
長

第
十
五
条
第
一

号

第
十
八
条
の
九
第
一
項

第
十
八
条
の
三
十
二
第
一
項

第
十
五
条
第
三

号

第
十
二
条

第
二
十
条
の
五

試
験
事
務

地
域
試
験
事
務

第
十
五
条
第
四

号

試
験
事
務

地
域
試
験
事
務

第
十
七
条
第
一

項

保
育
士
は

法
第
十
八
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
地
域
限
定
保
育
士
（
以
下

こ
の
節
に
お
い
て
「
地
域
限
定
保
育
士
」
と
い
う
。）は

第
十
七
条
第
二

項

保
育
士
登
録
を

第
二
十
条
の
二
に
規
定
す
る
地
域
限
定
保
育
士
登
録
（
以
下
こ

の
節
に
お
い
て
「
地
域
限
定
保
育
士
登
録
」
と
い
う
。）を

都
道
府
県
知
事

認
定
地
方
公
共
団
体
の
長

第
十
八
条
第
一

項

保
育
士
は

地
域
限
定
保
育
士
は

第
十
八
条
第
二

項

保
育
士
登
録
を

地
域
限
定
保
育
士
登
録
を

都
道
府
県
知
事

認
定
地
方
公
共
団
体
の
長

第
十
八
条
第
三

項

保
育
士
が

地
域
限
定
保
育
士
が

第
十
八
条
第
四

項

保
育
士
は

地
域
限
定
保
育
士
は

保
育
士
登
録
を

地
域
限
定
保
育
士
登
録
を

都
道
府
県
知
事

認
定
地
方
公
共
団
体
の
長

第
十
九
条

保
育
士
は

地
域
限
定
保
育
士
は

保
育
士
登
録
を

地
域
限
定
保
育
士
登
録
を

と
き
は

と
き
、
又
は
保
育
士
登
録
証
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
内
閣

府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

都
道
府
県
知
事

認
定
地
方
公
共
団
体
の
長
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五

前
条
第
二
項
各
号（
指
定
地
域
試
験
機
関
が
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

同
項
第
三
号
を
除
く
。）に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

六

次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
、
第
九
条
又
は
第
十
一
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

七

次
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
第
一
項
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

第
三
節

雑
則

第
二
十
一
条
中
「
指
定
保
育
士
養
成
施
設
、
保
育
士
試
験
、
指
定
試
験
機
関
、
保
育
士
の
登
録
そ
の
他
保
育
士
」

を
「
保
育
士
及
び
法
第
十
八
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
地
域
限
定
保
育
士
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
六
中
第
二
十
一
号
を
削
り
、
第
二
十
二
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
二
十
三
号
を
第
二
十
二
号
と

し
、
第
二
十
四
号
を
第
二
十
三
号
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
九
中
「
次
の
と
お
り
」
を
「
健
康
保
険
法
及
び
第
二
十
二
条
の
六
各
号
に
掲
げ
る
法
律
」に
改
め
、

各
号
を
削
る
。

第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
二
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
二
項
」
に

改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
、
第
十
一
号
」
を
「
及
び
第
十
一
号
」
に
改
め
、「
及
び
第
二
十
一
号
」
を
削
り
、
同
条
第

二
項
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
二
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
九
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
二
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
二
項
」に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
十
二
第
一
項
第
六
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中「（
第
二
十
一
号
を
除
く
。）」
を
削
る
。

第
二
十
七
条
の
十
一
第
二
項
第
二
号
中「（
第
二
十
一
号
を
除
く
。）」
を
削
る
。

第
三
十
五
条
中
「
、
第
十
二
号
」
を
「
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
、「
及
び
第
二
十
一
号
」
を
削
る
。

第
三
十
五
条
の
五
第
六
号
中
「
、
第
二
十
一
号
及
び
第
二
十
三
号
」
を
「
及
び
第
二
十
二
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
二
第
三
号
中
「
、
第
十
二
号
」
を
「
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
、「
及
び
第
二
十
一
号
」
を
削
る
。

第
三
十
七
条
中
「
内
閣
総
理
大
臣
」
を
「
国
の
行
政
機
関
の
長
」
に
改
め
る
。
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第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
中
「
助
言
、」を
「
助
言
並
び
に
」
に
改
め
、「
講
習
会
の
指
定
等
」
の
下
に
「
に
関
す
る

事
務
」
を
加
え
、「
第
十
八
条
の
六
第
一
号
及
び
第
十
八
条
の
七
第
一
項
の
規
定
並
び
に
第
五
条
第
二
項
か
ら
第
七
項

ま
で
の
規
定
に
よ
る
指
定
保
育
士
養
成
施
設
の
指
定
等
、
法
第
十
八
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
試
験
、

同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
試
験
委
員
の
設
置
、
法
第
十
八
条
の
九
、
第
十
八
条
の
十
（
法
第
十
八
条
の
十

一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
十
八
条
の
十
三
か
ら
第
十
八
条
の
十
七
ま
で
の
規
定
並
び
に

第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
試
験
機
関
の
指
定
等
、
法

第
十
八
条
の
十
八
か
ら
第
十
八
条
の
二
十
の
二
ま
で
の
規
定
及
び
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
保

育
士
の
登
録
等
、
法
第
十
八
条
の
二
十
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理
、
法
第
十
八
条
の
二
十
の
四
第
二

項
」
を
「
第
一
章
第
七
節
第
一
款
の
規
定
及
び
第
二
章
第
一
節
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
に
関
す
る
事
務
、
法
第
十
八

条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
務
、
法
第
一
章
第
七
節
第
三
款
の
規
定
及
び
第
二
章

第
二
節
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
の
不
足
に
対
応
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
務
、法
第
十
八
条
の
三
十
六
第
二
項
」

に
、「
又
は
援
助
、」を
「
又
は
援
助
並
び
に
」
に
改
め
、「
場
の
設
置
等
」
の
下
に
「
に
関
す
る
事
務
」
を
加
え
、「
係
る

質
問
等
」
を
「
関
す
る
事
務
並
び
に
法
第
三
十
三
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理
等
」
に
改
め
、
同
条
第
六

項
中
「
第
三
十
三
条
の
十
五
第
三
項
」
を
「
第
三
十
三
条
の
十
五
（
法
第
三
十
三
条
の
十
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
改
め
、「
第
五
十
九
条
第
五
項
の
規
定
」
の
下
に「（
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
、
都
道
府

県
に
係
る
部
分
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
項
後
段
を
削
り
、
同
条
第
八
項
中
「
以
内
に
」
と
」
の
下
に
「
、
法
第
三

十
三
条
の
十
六
第
一
項
中
「
事
業
又
は
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
、
里
親
、
施
設
又
は
一
時
保
護
」
と
、
法
第
三

十
三
条
の
十
六
の
二
中
「
措
置
実
施
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
措
置
実
施
児
童
相
談
所
設
置
市
の
長
」
と
」

を
加
え
る
。

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

九

児
童
福
祉
法
第
一
章
第
七
節
第
一
款
及
び
児
童
福
祉
法
施
行
令
第
二
章
第
一
節
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
に
関

す
る
事
務

十

児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
務

十
一

児
童
福
祉
法
第
一
章
第
七
節
第
三
款
及
び
児
童
福
祉
法
施
行
令
第
二
章
第
二
節
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
の

不
足
に
対
応
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
務

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
十
五
号
中
「
第
十
八
条

の
二
十
の
四
第
二
項
」
を
「
第
十
八
条
の
三
十
六
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
二
号
と
し
、
同
項
中
第
十

六
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
四
号
と
し
、
同
項
第
十
八
号
中
「
に
係
る
質
問
等
」
を
削
り
、
同
号
を

同
項
第
十
五
号
と
し
、
同
項
中
第
十
九
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り

上
げ
、
同
項
第
二
十
三
号
中
「
防
止
等
」
の
下
に「（
一
時
預
か
り
事
業
、
病
児
保
育
事
業
若
し
く
は
妊
産
婦
等
生
活

援
助
事
業
又
は
母
子
生
活
支
援
施
設
、
保
育
所
若
し
く
は
同
法
第
三
十
三
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
認
可
外
保
育

施
設
に
係
る
も
の
（
同
法
第
三
十
三
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
受
理
等
及
び
同
法
第
三
十
三
条
の
十
六
の
二

の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
実
施
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
通
知
の
受
理
等
を
除
く
。）を
除
く
。）」

を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
二
十
号
と
し
、
同
項
中
第
二
十
四
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
二
十
五
号
か
ら
第
四
十
四

号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
二
項
中
「
関
係
中
核
市
の
市
長
」
と
、
同
法
」
を
「
関
係
中
核
市
の
市
長
」と
、

同
法
第
三
十
三
条
の
十
第
二
項
中
「
次
の
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
次
の
各
号
（
第
三
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。）」と
、

同
項
第
一
号
中
「
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
、
一
時
預
か
り
事
業
、
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
、
病
児
保
育
事

業
、
意
見
表
明
等
支
援
事
業
又
は
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
一
時
預
か
り
事
業
、
病
児
保
育
事
業

又
は
妊
産
婦
等
生
活
援
助
事
業
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
乳
児
院
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、
保
育
所
、
児
童
館
、
児

童
養
護
施
設
、
障
害
児
入
所
施
設
、
児
童
心
理
治
療
施
設
又
は
児
童
自
立
支
援
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
母
子
生
活
支

援
施
設
又
は
保
育
所
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
認
可
外
保
育
施
設
又
は
指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
」と
あ
る
の
は「
認

可
外
保
育
施
設
」
と
、
同
法
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
十
三
条
の
十
五
第
三
項
、
第
三
十
五
条
第
六
項
」

を
「
第
三
十
三
条
の
十
五
（
同
法
第
三
十
三
条
の
十
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」に
、「「
第

三
十
五
条
第
六
項
」
を「「
第
三
十
三
条
の
十
五
」
に
、「
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
第
三
十
一
号
」を「
第

百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
第
二
十
八
号
」
に
改
め
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
七
十
四
条
の
二
十
六
第
一
項
中
「
助
言
、」を
「
助
言
並
び
に
」
に
改
め
、「
と
い
う
。）の
指
定
等
」の
下
に「
に

関
す
る
事
務
」
を
加
え
、「
第
十
八
条
の
六
第
一
号
及
び
第
十
八
条
の
七
第
一
項
並
び
に
同
令
第
五
条
第
二
項
か
ら
第

七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
指
定
保
育
士
養
成
施
設
（
同
号
に
規
定
す
る
指
定
保
育
士
養
成
施
設
を
い
う
。
第
百
七
十

四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
指
定
等
、
同
法
第
十
八
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保

育
士
試
験
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
試
験
委
員
の
設
置
、
同
法
第
十
八
条
の
九
、
第
十
八
条
の
十
（
同

法
第
十
八
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
十
八
条
の
十
三
か
ら
第
十
八
条
の
十
七
ま

で
並
び
に
同
令
第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
試
験
機
関

（
同
法
第
十
八
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
を
い
う
。
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
第
十

二
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
指
定
等
、
同
法
第
十
八
条
の
十
八
か
ら
第
十
八
条
の
二
十
の
二
ま
で
及
び
同
令
第
十
六
条

か
ら
第
二
十
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
（
同
法
第
十
八
条
の
四
に
規
定
す
る
保
育
士
を
い
う
。
第
百
七
十
四
条

の
四
十
九
の
二
第
一
項
第
十
三
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
登
録
等
、
同
法
第
十
八
条
の
二
十
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
報
告
の
受
理
」
を
「
第
一
章
第
七
節
第
一
款
及
び
同
令
第
二
章
第
一
節
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
に
関
す
る
事
務
、

同
法
第
十
八
条
の
二
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
体
制
の
整
備
、
同
法
第
十
八
条
の
二
十
六
第
三
項
（
同
法
第
十
八

条
の
二
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
よ
る
同
意
」
に
、「
第
十
八
条
の
二
十
の
四
第
二

項
」
を
「
第
十
八
条
の
三
十
六
第
二
項
」
に
、「
通
知
等
、」を
「
通
知
等
並
び
に
」
に
改
め
、「
又
は
援
助
」の
下
に「
に

関
す
る
事
務
」
を
加
え
、「
係
る
質
問
等
」
を
「
関
す
る
事
務
並
び
に
同
法
第
三
十
三
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
る
報
告

の
受
理
等
」
に
、「
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
第
二
十
五
号
」
を
「
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一

項
第
二
十
二
号
」
に
、「
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
第
二
十
六
号
」
を
「
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二

第
一
項
第
二
十
三
号
」
に
、「
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
第
二
十
二
号
」
を
「
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九

の
二
第
一
項
第
十
九
号
」
に
、「
及
び
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
第
二
十
七
号
」
を
「
並
び
に
第
百
七
十

四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
第
二
十
号
及
び
第
二
十
四
号
」
に
、「
及
び
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
第
二

十
八
号
」
を
「
並
び
に
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
第
二
十
号
及
び
第
二
十
五
号
」
に
、「
及
び
第
百
七
十

四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
第
二
十
九
号
」
を
「
並
び
に
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
第
二
十
号
及
び
第

二
十
六
号
」
に
、「
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
第
四
十
一
号
」
を
「
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一

項
第
三
十
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
十
三
条
の
十
五
第
三
項
」
を
「
第
三
十
三
条
の
十
五
（
同
法
第

三
十
三
条
の
十
六
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
改
め
、「
第
五
十
九
条
第
五
項
の
規
定
」
の

下
に「（
こ
れ
ら
の
規
定
の
う
ち
、
都
道
府
県
に
係
る
部
分
に
限
る
。）」
を
加
え
、「
同
法
第
三
十
三
条
の
十
二
第
一
項

及
び
第
三
項
、
第
三
十
三
条
の
十
三
並
び
に
第
三
十
三
条
の
十
五
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
」を
削
り
、

同
条
第
七
項
中
「
以
内
に
」
と
」
の
下
に
「
、
同
法
第
三
十
三
条
の
十
六
第
一
項
中
「
事
業
又
は
施
設
」
と
あ
る
の

は
「
事
業
、
里
親
、
施
設
又
は
一
時
保
護
」
と
、
同
法
第
三
十
三
条
の
十
六
の
二
中
「
措
置
実
施
都
道
府
県
知
事
」

と
あ
る
の
は
「
措
置
実
施
指
定
都
市
の
市
長
」
と
」
を
加
え
る
。


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（
医
療
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
十
五
の
三
中
第
十
八
号
を
削
り
、
第
十
九
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
二
十
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
二

十
一
号
を
第
二
十
号
と
す
る
。

（
生
活
保
護
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

生
活
保
護
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
二
中
第
二
十
八
号
を
削
り
、
第
二
十
九
号
を
第
二
十
八
号
と
し
、
第
三
十
号
か
ら
第
三
十
二
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
四
条
の
三
第
二
号
中「（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
二
条
の
五
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」

を
削
り
、
同
条
中
第
三
十
一
号
を
削
り
、
第
三
十
二
号
を
第
三
十
一
号
と
し
、
第
三
十
三
号
か
ら
第
三
十
五
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

（
社
会
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

社
会
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
百
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
中
第
十
六
号
を
削
り
、
第
十
七
号
を
第
十
六
号
と
し
、
第
十
八
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
九
号
を

第
十
八
号
と
す
る
。

（
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
二
年
政
令
第
四
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
。
第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
及

び
第
十
七
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
の
規
定
に
限
る
。）」
を
削
る
。

第
十
四
条
の
二
並
び
に
附
則
第
二
条
の
二
及
び
第
三
条
中
「
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
第
十
二
条
の
五
第
十
五

項
及
び
第
十
七
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
の
規
定
に
限
る
。）」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
児
童
福
祉
法
施
行
令
第
二
十
五

条
の
七
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
項
第
三
号
の
改
正
規
定
を
除
く
。）並
び
に
同
令
第
二
十
五
条
の
九
及
び
第
三
十
七

条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
児
童
福
祉
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す

る
旧
試
験
合
格
者
（
以
下
「
旧
試
験
合
格
者
」
と
い
う
。）、
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験

機
関
（
以
下
「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。）及
び
指
定
試
験
機
関
で
あ
っ
た
法
人
並
び
に
同
項
に
規
定
す
る
国
家
戦

（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で

削
除

第
十
八
条
第
四
号
ハ
中
「
刑
法
」
の
下
に「（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）」を
加
え
る
。

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二

十
六
年
政
令
第
二
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
四
号
を
第
十
三
号
と
す
る
。

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
七
条
第
二
号
中「（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
十
二
条
の
五
第
八
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
削
り
、
同
条
中
第
二
十
一
号
を
削
り
、
第
二
十
二
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第

二
十
三
号
を
第
二
十
二
号
と
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
二
十
二
号
」
を
「
第
二
十
一
号
」
に
改
め
る
。

（
公
認
心
理
師
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

公
認
心
理
師
法
施
行
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
二
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
二
十
七
号
を
削
り
、
第
二
十
八
号
を
第
二
十
七
号
と
し
、
第
二
十
九
号
を
第
二
十
八
号
と
す
る
。

（
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改

正
）

第
十
四
条

民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

成
二
十
九
年
政
令
第
二
百
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
十
号
を
削
る
。

第
二
条
第
六
号
中
「
、
第
九
号
及
び
第
十
号
」
を
「
及
び
第
九
号
」
に
改
め
る
。

（
精
神
保
健
福
祉
士
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

精
神
保
健
福
祉
士
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
。
第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
及
び
第
十

七
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
の
規
定
に
限
る
。）」
を
削
る
。

（
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
の
二
中
第
二
十
六
号
を
削
り
、
第
二
十
七
号
を
第
二
十
六
号
と
し
、
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
三
十
五
条
の
五
第
二
号
中「（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
第
十
二
条
の
五
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）」
を
削
り
、
同
条
中
第
二
十
九
号
を
削
り
、
第
三
十
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、
第
三
十
一
号
か
ら
第
三
十
三
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
第
十
五
号
を
削
り
、
第
十
六
号
を
第
十
五
号
と
し
、
第
十
七
号
を
第
十
六
号
と
す
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中「（
第
十
五
号
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
号
を

同
項
第
三
号
と
し
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中「（
第
十
五
号
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
前
項
各
号
（
第

五
号
を
除
く
。）」
を
「
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
十
六
第
一
号
中「（
第
十
五
号
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号

（
第
五
号
を
除
く
。）」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
中
「
、
第
十
三
号
及
び
第
十
五
号
」
を
「
及
び
第
十
三
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
第
二
号
中
「
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
（
第
五
号
を
除
く
。）及
び
」
を
「
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一

号
及
び
第
二
号
並
び
に
」
に
改
め
る
。
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第
四
条

次
の
と
お

り

次
に
掲
げ
る
規
定
並
び
に
旧
特
区
法
（
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第

十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第
百
七
号
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
及
び
第

十
七
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
の
規
定
（
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
特
区
法
第
十
二
条
の

五
第
十
五
項
及
び
第
十
九
項
の
規
定
並
び
に
改
正
法
附
則
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
旧
特
区
法
第

十
二
条
の
五
第
十
五
項
及
び
第
十
七
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
の
規
定
を
含

む
。
以
下
同
じ
。）

第
七
条
第
三
項
第

三
号

第
十
二
条

第
十
二
条
又
は
改
正
法
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第
三
百

三
十
七
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行

令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
九
十
九
号
。
以
下
「
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
旧

特
区
法
施
行
令
」
と
い
う
。）第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
第
七
号
に

係
る
部
分
を
除
く
。）

指
定
試
験

機
関
の
指

定

指
定

第
七
条
第
三
項
第

五
号
イ

違
反
し
て

違
反
し
て
、
又
は
旧
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
若
し
く
は
第
十
七
項

か
ら
第
十
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、

第
七
条
第
三
項
第

五
号
ロ

に
お
い
て

及
び
改
正
法
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
旧
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
八
項
に
お
い
て

第
十
二
条
第
二
項

至
つ
た
と

き

至
つ
た
と
き
、
又
は
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
旧
特
区
法
施
行
令
第
八
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
（
第
七
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。）の
規
定
に
よ
り
指
定

を
取
り
消
さ
れ
た
と
き

第
二
十
条
の
四
第

三
項
第
四
号

次
条

次
条
又
は
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
旧
特
区
法
施
行
令
第
八
条
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
（
第
七
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。）

指
定
地
域

試
験
機
関

の
指
定

指
定

第
二
十
条
の
四
第

三
項
第
五
号
イ

違
反
し
て

違
反
し
て
、
又
は
旧
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
若
し
く
は
第
十
七
項

か
ら
第
十
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、

第
二
十
二
条
の
九

第
二
十
二

条
の
六
各

号
に
掲
げ

る
法
律

第
二
十
二
条
の
六
各
号
（
第
十
七
号
を
除
く
。）に
掲
げ
る
法
律
並
び
に
認
定

こ
ど
も
園
法
、
旧
特
区
法
（
第
十
二
条
の
五
第
七
項
（
改
正
法
附
則
第
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
以
下
同
じ
。）の
規
定
に
限
る
。）及
び
準
用
旧
児
童
福
祉
法
（
改
正
法

附
則
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準
用
旧
児
童
福
祉
法
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）（
同
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
準
用

旧
児
童
福
祉
法
の
規
定
及
び
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
準
用
旧
児
童
福
祉
法

の
規
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

第
二
十
五
条
の
十

二
第
一
項
第
五
号

及
び
第
十

一
号
か
ら

第
十
九
号

ま
で
に
掲

げ
る
法
律

、
第
十
一
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
に
掲
げ
る
法

律
並
び
に
認
定
こ
ど
も
園
法
、
旧
特
区
法
（
第
十
二
条
の
五
第
七
項
の
規
定

に
限
る
。）及
び
準
用
旧
児
童
福
祉
法

第
二
十
五
条
の
十

二
第
二
項
第
二
号

第
二
十
二

条
の
六
各

号
に
掲
げ

る
法
律

第
二
十
二
条
の
六
各
号
（
第
十
七
号
を
除
く
。）に
掲
げ
る
法
律
並
び
に
認
定

こ
ど
も
園
法
、
旧
特
区
法
（
第
十
二
条
の
五
第
七
項
の
規
定
に
限
る
。）及
び

準
用
旧
児
童
福
祉
法

第
二
十
七
条
の
十

一
第
一
項
第
一
号

及
び
第
十

一
号
か
ら

第
十
九
号

ま
で
に
掲

げ
る
法
律

、
第
十
一
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
に
掲
げ
る
法

律
並
び
に
認
定
こ
ど
も
園
法
、
旧
特
区
法
（
第
十
二
条
の
五
第
七
項
の
規
定

に
限
る
。）及
び
準
用
旧
児
童
福
祉
法

第
二
十
七
条
の
十

一
第
二
項
第
二
号

第
二
十
二

条
の
六
各

号
に
掲
げ

る
法
律

第
二
十
二
条
の
六
各
号
（
第
十
七
号
を
除
く
。）に
掲
げ
る
法
律
並
び
に
認
定

こ
ど
も
園
法
、
旧
特
区
法
（
第
十
二
条
の
五
第
七
項
の
規
定
に
限
る
。）及
び

準
用
旧
児
童
福
祉
法

第
二
十
条
の
四
第

三
項
第
五
号
ロ

に
お
い
て

及
び
改
正
法
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
旧
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
八
項
に
お
い
て

第
二
十
条
の
五
第

二
項

至
つ
た
と

き

至
つ
た
と
き
、
又
は
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
旧
特
区
法
施
行
令
第
八
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
（
第
七
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。）の
規
定
に
よ
り
指
定

を
取
り
消
さ
れ
た
と
き

第
二
十
二
条
の
六

第
十
七
号

認
定
こ
ど

も
園
法

認
定
こ
ど
も
園
法
及
び
旧
特
区
法
（
第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
及
び
第
十
七

項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
の
規
定
に
限
る
。）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報

略
特
別
区
域
限
定
保
育
士
試
験
委
員
（
次
条
に
お
い
て
「
特
区
限
定
試
験
委
員
」
と
い
う
。）並
び
に
指
定
試
験
機
関

の
役
員
及
び
職
員
並
び
に
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
の
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
施

行
令
（
以
下
「
新
児
福
令
」
と
い
う
。）の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
児
福
令
の
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

（
医
療
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

旧
試
験
合
格
者
並
び
に
特
区
限
定
試
験
委
員
並
び
に
指
定
試
験
機
関
の
役
員
及
び
職
員
並
び
に
こ
れ
ら
の
職

に
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
の
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
施
行
令（
以
下「
新
医
療
法
施
行
令
」と
い
う
。）、

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
生
活
保
護
法
施
行
令
（
以
下
「
新
生
活
保
護
法
施
行
令
」
と
い
う
。）、
第
五
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
福
祉
法
施
行
令
（
以
下
「
新
社
会
福
祉
法
施
行
令
」
と
い
う
。）、
第
六
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
令
（
以
下
「
新
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
施
行
令
」
と

い
う
。）、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
精
神
保
健
福
祉
士
法
施
行
令
（
以
下「
新
精
神
保
健
福
祉
士
法
施
行
令
」
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新
医
療
法
施
行
令

第
五
条
の
十
五
の

三

次
の
と
お

り

次
に
掲
げ
る
法
律
及
び
旧
特
区
法
（
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十

二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
百
七
号
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）（
旧
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
十
五

項
及
び
第
十
七
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
の
規
定
（
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
特
区
法
第

十
二
条
の
五
第
十
五
項
及
び
第
十
九
項
の
規
定
並
び
に
改
正
法
附
則
第
二
十

条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
旧

特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
及
び
第
十
七
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
の
規

定
を
含
む
。）に
限
る
。）

新
生
活
保
護
法
施

行
令
第
四
条
の
二

次
の
と
お

り

次
に
掲
げ
る
法
律
及
び
旧
特
区
法
（
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十

二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
百
七
号
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）（
旧
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
十
五

項
及
び
第
十
七
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
の
規
定
（
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
特
区
法
第

十
二
条
の
五
第
十
五
項
及
び
第
十
九
項
の
規
定
並
び
に
改
正
法
附
則
第
二
十

条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
旧

特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
及
び
第
十
七
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
の
規

定
を
含
む
。）に
限
る
。）

新
生
活
保
護
法
施

行
令
第
四
条
の
三

次
の
と
お

り

次
に
掲
げ
る
法
律
並
び
に
旧
特
区
法
（
第
十
二
条
の
五
第
七
項
（
改
正
法
附

則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ

る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
限
る
。）及
び
準
用
旧
児
童
福
祉
法
（
改
正
法
附

則
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準
用
旧
児
童
福
祉
法
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）（
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
る
準
用
旧
児
童
福
祉
法
の
規
定
及
び
改
正
法
附
則
第
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お

け
る
準
用
旧
児
童
福
祉
法
の
規
定
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

新
社
会
福
祉
法
施

行
令
第
三
十
四
条

次
の
と
お

り

次
に
掲
げ
る
法
律
及
び
旧
特
区
法
（
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十

二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
百
七
号
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）（
旧
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
十
五

新
社
会
福
祉
士
及

び
介
護
福
祉
士
法

施
行
令
第
一
条
第

一
項

規
定
と

規
定
並
び
に
旧
特
区
法
（
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

七
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
二
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七

号
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
及
び
第
十
七
項
か
ら

第
十
九
項
ま
で
の
規
定
（
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
十
五
項

及
び
第
十
九
項
の
規
定
並
び
に
改
正
法
附
則
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
旧
特
区
法
第
十
二
条
の
五

第
十
五
項
及
び
第
十
七
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
の
規
定
を
含
む
。
以
下
同

じ
。）と

新
社
会
福
祉
士
及

び
介
護
福
祉
士
法

施
行
令
第
十
四
条

の
二
並
び
に
附
則

第
二
条
の
二
及
び

第
三
条

規
定
と

規
定
並
び
に
旧
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
及
び
第
十
七
項
か
ら
第
十

九
項
ま
で
の
規
定
と

新
精
神
保
健
福
祉

士
法
施
行
令
第
一

条

規
定
と

規
定
並
び
に
旧
特
区
法
（
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

七
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
二
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七

号
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
及
び
第
十
七
項
か
ら

第
十
九
項
ま
で
の
規
定
（
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
十
五
項

及
び
第
十
九
項
の
規
定
並
び
に
改
正
法
附
則
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
旧
特
区
法
第
十
二
条
の
五

第
十
五
項
及
び
第
十
七
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
の
規
定
を
含
む
。）と

新
介
護
保
険
法
施

行
令
第
三
十
五
条

の
二

次
の
と
お

り

次
に
掲
げ
る
法
律
及
び
旧
特
区
法
（
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十

二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
百
七
号
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）（
旧
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
十
五

項
及
び
第
十
七
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
の
規
定
（
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
特
区
法
第

十
二
条
の
五
第
十
五
項
及
び
第
十
九
項
の
規
定
並
び
に
改
正
法
附
則
第
二
十

条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
旧

特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
及
び
第
十
七
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
の
規

定
を
含
む
。）に
限
る
。）

新
介
護
保
険
法
施

行
令
第
三
十
五
条

の
五

次
の
と
お

り

次
に
掲
げ
る
法
律
並
び
に
旧
特
区
法
（
第
十
二
条
の
五
第
七
項
（
改
正
法
附

則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ

る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
限
る
。）及
び
準
用
旧
児
童
福
祉
法
（
改
正
法
附

則
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準
用
旧
児
童
福
祉
法
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）（
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
る
準
用
旧
児
童
福
祉
法
の
規
定
及
び
改
正
法
附
則
第
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お

け
る
準
用
旧
児
童
福
祉
法
の
規
定
を
含
む
。）

項
及
び
第
十
七
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
の
規
定
（
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
特
区
法
第

十
二
条
の
五
第
十
五
項
及
び
第
十
九
項
の
規
定
並
び
に
改
正
法
附
則
第
二
十

条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
旧

特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
及
び
第
十
七
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
の
規

定
を
含
む
。）に
限
る
。）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報

と
い
う
。）、
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
施
行
令
（
以
下
「
新
介
護
保
険
法
施
行
令
」と
い
う
。）、

第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令

（
以
下
「
新
障
害
者
総
合
支
援
法
施
行
令
」
と
い
う
。）、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
就
学
前
の
子
ど
も
に

関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
新
認
定
こ
ど
も
園
法
施
行
令
」

と
い
う
。）、
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
以
下
「
新
子
ど
も
・
子
育
て

支
援
法
施
行
令
」
と
い
う
。）、
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
公
認
心
理
師
法
施
行
令
（
以
下
「
新
公
認
心
理

師
法
施
行
令
」
と
い
う
。）及
び
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ

せ
ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
新
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ

ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
と
い
う
。）の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。





新
障
害
者
総
合
支

援
法
施
行
令
第
二

十
二
条
第
一
項
第

一
号

昭
和
二
十

二
年
法
律

第
百
六
十

四
号
）

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
及
び
旧
特
区
法
（
児
童
福
祉
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
「
改
正
法
」

と
い
う
。）附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）（
旧
特
区
法
第

十
二
条
の
五
第
十
五
項
及
び
第
十
七
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
の
規
定
（
改
正

法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と

さ
れ
る
旧
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
及
び
第
十
九
項
の
規
定
並
び
に

改
正
法
附
則
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
場
合
に
お
け
る
旧
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
及
び
第
十
七
項
か
ら

第
十
九
項
ま
で
の
規
定
を
含
む
。）に
限
る
。）

新
障
害
者
総
合
支

援
法
施
行
令
第
二

十
六
条
第
一
項
第

二
号

平
成
十
六

年
法
律
第

百
六
十
七

号
）

平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）、
児
童
福
祉
法
、
旧
特
区
法
（
第
十
二

条
の
五
第
七
項
（
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
限
る
。）及
び
準
用

旧
児
童
福
祉
法
（
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準
用
旧
児
童

福
祉
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）（
同
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有

す
る
も
の
と
さ
れ
る
準
用
旧
児
童
福
祉
法
の
規
定
及
び
改
正
法
附
則
第
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お

け
る
準
用
旧
児
童
福
祉
法
の
規
定
を
含
む
。）

新
障
害
者
総
合
支

援
法
施
行
令
第
二

十
六
条
第
一
項
第

三
号
及
び
第
二
項

第
二
号
並
び
に
第

二
十
六
条
の
十
六

第
一
号

第
二
十
二

条
第
一
項

各
号

第
二
十
二
条
第
一
項
各
号
（
第
一
号
を
除
く
。）

新
障
害
者
総
合
支

援
法
施
行
令
第
四

十
二
条
第
一
号

第
二
十
二

条
第
一
項

第
一
号

第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号

新
認
定
こ
ど
も
園

法
施
行
令
第
一
条

次
の
と
お

り

次
に
掲
げ
る
法
律
及
び
旧
特
区
法
（
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十

二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
百
七
号
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）（
旧
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
十
五

項
及
び
第
十
七
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
の
規
定
（
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
特
区
法
第

十
二
条
の
五
第
十
五
項
及
び
第
十
九
項
の
規
定
並
び
に
改
正
法
附
則
第
二
十

条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
旧

特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
及
び
第
十
七
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
の
規

定
を
含
む
。）に
限
る
。）

新
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
法
施
行
令

第
十
七
条
第
二
号

児
童
福
祉

法

児
童
福
祉
法
、
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律

第
二
十
九
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
。
第
十

二
条
の
五
第
七
項
（
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
限
る
。）及
び
準

用
旧
児
童
福
祉
法
（
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準
用
旧
児

童
福
祉
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）（
同
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
準
用
旧
児
童
福
祉
法
の
規
定
及
び
改
正
法
附
則
第
十

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に

お
け
る
準
用
旧
児
童
福
祉
法
の
規
定
を
含
む
。）

新
公
認
心
理
師
法

施
行
令
第
一
条

次
の
と
お

り

次
に
掲
げ
る
規
定
並
び
に
旧
特
区
法
（
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第

十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第
百
七
号
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
及
び
第

十
七
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
の
規
定
（
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
特
区
法
第
十
二
条
の

五
第
十
五
項
及
び
第
十
九
項
の
規
定
並
び
に
改
正
法
附
則
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
旧
特
区
法
第

十
二
条
の
五
第
十
五
項
及
び
第
十
七
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
の
規
定
を
含

む
。）

新
民
間
あ
っ
せ
ん

機
関
に
よ
る
養
子

縁
組
の
あ
っ
せ
ん

に
係
る
児
童
の
保

護
等
に
関
す
る
法

律
施
行
令
第
一
条

第
七
号

平
成
十
八

年
法
律
第

七
十
七

号
）

平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
及
び
旧
特
区
法
（
児
童
福
祉
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
九
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い

う
。）附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）（
旧
特
区
法
第
十
二

条
の
五
第
十
五
項
及
び
第
十
七
項
か
ら
第
十
九
項
ま
で
の
規
定
（
改
正
法
附

則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ

る
旧
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
及
び
第
十
九
項
の
規
定
並
び
に
改
正

法
附
則
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場

合
に
お
け
る
旧
特
区
法
第
十
二
条
の
五
第
十
五
項
及
び
第
十
七
項
か
ら
第
十

九
項
ま
で
の
規
定
を
含
む
。）に
限
る
。）

旧
特
区
法
施
行
令

第
六
条

法
第
十
二

条
の
五
第

四
項
第
三

号

児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
二
十
九
号
。

以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
改
正
法
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
法
第
十
二
条
の
五
第
四
項
第
三
号

旧
特
区
法
施
行
令

第
六
条
第
八
号

第
六
章

第
七
章
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（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

旧
試
験
合
格
者
及
び
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
区
地
方
公
共
団
体
に
つ
い
て
は
、
第
十

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
施
行
令
（
以
下
「
旧
特
区
法
施
行
令
」
と
い
う
。）第
六
条
、
第

十
条
（
旧
特
区
法
施
行
令
第
十
一
条
の
規
定
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
十
二
条
並
び

に
準
用
旧
児
童
福
祉
法
施
行
令
（
旧
特
区
法
施
行
令
第
九
条
（
旧
特
区
法
施
行
令
第
十
一
条
の
規
定
に
お
い
て
読
み

替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法

施
行
令
を
い
う
。）第
十
六
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。





旧
特
区
法
施
行
令

第
十
条

法
第
十
二

条
の
五
第

八
項
に
お

い
て
読
み

替
え
て
準

用
す
る
児

童
福
祉
法

第
十
八
条

の
十
八
第

三
項

準
用
旧
児
童
福
祉
法
（
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準
用
旧

児
童
福
祉
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）第
十
八
条
の
十
八
第
三
項
（
改
正
法
附

則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ

る
場
合
を
含
む
。）

旧
特
区
法
施
行
令

第
十
一
条

法
第
十
二

条
の
五
第

十
二
項

改
正
法
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
十
二
条
の
五
第
十
二

項

行
う

行
っ
た

旧
特
区
法
施
行
令

第
十
二
条

法
第
十
二

条
の
五
第

十
二
項

改
正
法
附
則
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
十
二
条
の
五
第
十
二

項

同
条
第
十

一
項

同
条
第
十
一
項
（
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）

準
用
児
童

福
祉
法
第

十
八
条
の

十
八
第
一

項
の

準
用
旧
児
童
福
祉
法
第
十
八
条
の
十
八
第
一
項
（
改
正
法
附
則
第
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。）の
規
定
に
よ
る

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

林

芳
正

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

文
部
科
学
大
臣

阿
部

俊
子

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿
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